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監査の結果に係る措置通知書 

 

監査対象部局  教育委員会事務局及び教育機関 

監 査 の 種 類  平成30年度 定期監査（30監第76号 平成31年３月29日報告） 

措置を講じた者  いわき市教育長 

通知を受けた日  令和元年６月10日 

 

指摘一覧 措置通知日

是正改善を要する事項 

 

１ 収入事務（その１） 

行政財産目的外使用許可に係る収入事務において、当該許可施設に附帯

する諸設備の使用に係る経費負担を求めていない例が認められた。 

未措置 

 

２ 収入事務（その２） 

行政財産の附帯設備使用に伴う収入事務において、私用電気料等の算出

に誤りのある例が認められた。 

未措置 

 

３ 収入事務（その３） 

運動場照明設備使用料に係る収入事務において、使用料が前納されてい

ない例が認められた。 

令和元年 

６月10日 

 

４ 支出事務 

補助金の交付事務において、補助金交付要綱が整備されていない例が認

められた。 

令和元年 

６月10日 

 

５ 契約事務（その１） 

契約事務において、指名競争入札に関する事務が適切になされていない

例が認められた。 

令和元年 

６月10日 

 

６ 契約事務（その２） 

住宅の賃借に係る契約事務において、債務負担行為等の必要な措置が講

じられていない例が認められた。 

令和元年 

６月10日 

 

７ 契約事務（その３） 

契約事務において、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱

に基づく必要な措置が講じられていない例が認められた。 

令和元年 

６月10日 

 

８ 契約事務（その４） 

契約事務において、契約書どおりの履行がなされていない例が認められ

た。 

令和元年 

６月10日 

意見又は要望とする事項 
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指摘一覧 措置通知日

 １ 特定事項（個別管理計画の策定について） 
令和元年 

６月10日 

 ２ 特定事項（奨学資金貸与基金について） 
令和元年 

６月10日 

 ３ 特定事項（学校給食事務について） 
令和元年 

６月10日 
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

３ 収入事務（その３） 

  運動場照明設備使用料に係る収入事務に

おいて、使用料が前納されていない例が認め

られた。 

 ※ 市公立学校運動場照明設備使用料条例

第３条では、運動場照明設備の使用許可を

受けた者は、使用料を前納しなければなら

ないと規定されているが、平成30年７月24

日の学校体育施設使用許可において、施設

使用日の初日である同年８月２日までに、

使用料が納入されていなかった。 

（学校支援課）

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 支出事務 

  補助金の交付事務において、補助金交付要

綱が整備されていない例が認められた。 

 ※ いわき市小学校陸上競技大会開催補助

金の交付に係る事務について、個別の補助

金交付要綱が整備されていなかった。補助

金等の交付にあたっては、公平性や透明性

の確保を図る観点から、市補助金等交付規

則のほか、要綱において、補助事業の目的、

補助限度額、補助率及び具体的な手続等を

明確に定める必要がある。【類例１件あり】

（学校教育課）

 

５ 契約事務（その１） 

  契約事務において、指名競争入札に関する

事務が適切になされていない例が認められ

た。 

 ※ 平成30年度デジタル教科書・教材用機材

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

市公立学校運動場照明設備の使用料につい

ては、年間約2,500件の納付書を発行しており

ます。 

使用許可に対する申請書の受付は各学校で

行い、許可、納付書発行は学校支援課で行って

おりますが、申請日と施設使用日の間に十分な

日数がない場合も多く、使用料の前納を確認す

ることが十分でなかったものです。 

 

〔措置した内容〕 

使用料の前納を徹底し、納入遅延を防止する

ため、学校及び使用団体に対し、申請日と施設

使用日の間に十分な日数を確保するよう通知

を行ったほか、申請書の注意事項にも追記した

ところです。 

今後は収納管理を徹底し、適正な事務処理に

努めて参ります。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

これまで、認識不足により「いわき市補助金

等交付規則」を事務処理根拠として補助金の交

付を行ってきたものです。 

 

〔措置した内容〕 

 平成31年４月１日に「いわき市小学校体育大

会出場補助金交付要綱」を制定したところであ

り、令和元年度の補助金交付から適用していま

す。 

 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

事前確認の際、入札参加の意思がある事業者

が１者のみであったため、本来であれば随意契

約とすべきであったところ、入札・契約事務に
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

一式賃貸借契約に係る指名競争入札にお

いて、１者のみを選定した指名競争入札が

なされていた。 

（学校教育課）

 

 

 

６ 契約事務（その２） 

  住宅の賃借に係る契約事務において、債務

負担行為等の必要な措置が講じられていな

い例が認められた。 

 ※ 外国語指導助手用の公舎の賃貸借につ

いては、契約期間を平成29年８月１日から

平成31年７月31日までとしていることか

ら、地方自治法第214条の規定に基づく債

務負担行為を設定しておくか、同法第234

条の３に規定する長期継続契約を適用し、

次年度以降の予算額に減額等があった場

合は契約を解除する旨のいわゆる「条件付

解除条項」を契約書に設ける必要がある

が、いずれの措置も講じられていなかっ

た。 

（総合教育センター）

 

７ 契約事務（その３） 

  契約事務において、いわき市契約等に係る

暴力団等の排除に関する要綱に基づく必要

な措置が講じられていない例が認められた。

 ※ 施設整備課の四倉中学校プール汚水管

および浄化槽放流ポンプ修繕に係る契約

事務について、いわき市契約等に係る暴

力団等の排除に関する要綱第４条第３項

の規定による「契約の締結に当たっては、

当該契約の締結後において、契約等の相

ついての認識不足により、１者のみを選定業者

とした指名競争入札を実施したことによるも

のです。 

 

〔措置した内容〕 

入札・契約時の事務処理について遺漏のない

よう、関係規定に基づいた処理を行うととも

に、組織として重層的なチェック体制の強化を

図り、令和元年度契約からは適正に処理して参

ります。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

契約事務についての認識不足により、「条件

付解除条項」の記載がない契約書を作成してし

まったものです。 

 

〔措置した内容〕 

契約相手方の同意を得た上で、「条件付解除

条項」を追記する変更契約をしたところであ

り、令和元年度からは適正に処理して参りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

通常、請書に暴力団排除措置（以下「排除措

置」という。）の記載がない場合は、請書を受

け取る際に受注者に対して排除措置に係る説

明と確認を行い、排除措置を記した定型の印判

を請書に押印しております。 

今回、御指摘のあった修繕は、請書を受け取

る際に、排除措置を記した定型の印判の押印が

漏れてしまったものであり、チェック不足が要
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

手方が排除措置対象者に該当することが

判明した場合に当該契約を解除すること

ができるよう、あらかじめ契約書中にそ

の旨を規定する等の必要な措置」が講じ

られていなかった。 

   また、学校支援課の三和学校給食共同

調理場浄化槽微細目スクリーン修繕にお

いても、同様の例が認められた。 

（施設整備課、学校支援課）

８ 契約事務（その４） 

  契約事務において、契約書どおりの履行が

なされていない例が認められた。 

 ※ 平成30年度デジタル教科書・教材用機材

一式賃貸借契約（稼働基準日：平成30年９

月１日）においては、仕様書により、導入

前の提出物として機器仕様書や導入工程

表、導入後の提出物として運用、操作に関

するマニュアルや動作確認受領書などが

定められているが、監査開始時点（平成30

年11月16日）において、これらの提出物を

受領していなかった。 

（学校教育課）

因と考えられます。 

（施設整備課）

いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関

する要綱における「契約等」の定義に「施設修

繕」が含まれていないものと認識し、契約書へ

の契約解除条項の規定文等を記載していなか

ったものです。 

（学校支援課）

 

〔措置した内容〕 

排除措置を記した定型の印判を請書に押印

しました。 

今後は、あらかじめ排除措置を記した定型の

請書を用意し、締結前に受注者へ配布する対応

を基本といたします。 

なお、措置の記載がない請書を持参してきた

受注者に対しては、引き続き定型の印判の押印

による対応を行いますが、職員二人以上による

チェック体制を徹底して参ります。 

（施設整備課）

今後遺漏のないよう、契約書の様式に、排除

措置対象者であることが判明した場合に契約

解除できる規定文を記載しました。 

（学校支援課）

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

契約後の事務処理についての認識不足によ

り、仕様書に記載された提出物を受領していな

かったことによるものです。 

 

〔措置した内容〕 

受領すべきであった提出物については、契約

相手方に提出を依頼し受領したところであり、

今後は、契約内容に関するチェック体制の強化

を図り、適正な事務執行に努めて参ります。 
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意見又は要望とする事項 措置した内容 

１ 特定事項（個別管理計画の策定について）

  平成29年２月に策定された「市公共施設等

総合管理計画」は、公共施設等のマネジメン

トに関する市の基本方針として定められた

ものであり、国の「インフラ長寿命化基本計

画」等も踏まえながら、人口減少等による公

共施設等の利用需要の変化を見越し、長期的

な視点をもって計画的に更新・統廃合・長寿

命化することにより、財政負担の軽減・平準

化と公共施設等の最適配置を実現し、時代に

即したまちづくりを行うことを目的として

いる。 

  総合管理計画策定から２年が経過し、現在

は、計画に定めた取組みの方向性や平成29

年３月にまとめられた「施設分類別取組工程

表」に従い、各公共施設等を所管する部署ご

とに具体的な施設管理計画（個別管理計画）

等を策定し、適正な施設配置や維持管理に向

けた取組みを実施する段階となっている。 

  教育委員会は、文化センターや公民館、小

中学校、教職員住宅、学校給食共同調理場、

図書館などといった多数の施設を所管して

おり、延床面積は、本市の公共施設全体の約

35パーセントを占めている。教育施設の適正

化の成果が、本市全体の公共施設の適正化に

大きく影響することから、平成30年10月に

「教育施設マネジメントの適正化に向けた

基本方針」を策定し、教育委員会全体で一体

的な取組みを進めるとしている。 

  個々の施設においては、生涯学習プラザは

既存の更新計画を個別管理計画とし、体験型

経済教育施設及びいわき総合図書館は平成

29年度に教育委員会としての個別管理計画

案の作成が完了している。また、小中学校に

ついては、平成30年６月に「学校施設整備基

本方針」を策定し、平成31年度中の個別管理

計画策定に向けた取組みが進められており、

教職員住宅や学校給食共同調理場について

 

学校支援課が所管する、小中学校、教職員住

宅及び学校給食共同調理場の個別管理計画に

ついては、令和元年度中の策定を目標として、

現在作業を進めております。 

また、生涯学習課が所管する公民館について

は、学校施設の個別管理計画を踏まえて、学校

施設等との複合化の可能性や、公民館単体とし

ての存続、学校以外の施設との複合化、または、

民間の類似施設等がある地域については、用途

変更や廃止を検討する等、整備の方向性やその

基準等を定め、公民館施設個別管理計画の柱と

なる「公民館整備のあり方」について、令和２

年度までに策定することとしております。 

その後、「公民館整備のあり方」に基づく、

個別具体的な公民館の管理計画については、令

和４年度までの２年の間で、できる限り早期の

策定に努めて参りたいと考えております。 
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意見又は要望とする事項 措置した内容 

も、平成31年度中の策定を目標としている。

一方、公民館については、平成32年度までに

施設の複合化、集約化、用途変更など今後の

あり方について方針を決定し、個別管理計画

は平成34年度までに策定するとしている。 

  国は、平成32年度までに個別管理計画を策

定するよう地方公共団体に要請しており、集

約化・複合化や長寿命化などを対象とした有

利な財源である公共施設等適正管理推進事

業債も、現在のところ平成33年度までの措置

とされている。教育委員会においては、社会

教育施設の管理等を市長部局が担うことを

可能とする法改正の動きも見据えつつ、公民

館に係る年次計画の見直しを検討するほか、

その他の施設も遅滞なく個別管理計画の策

定を進め、必要な財源の確保と、所管施設の

適正な配置等につなげることを望むもので

ある。 

 

２ 特定事項（奨学資金貸与基金について） 

  基金については、地方自治法の定めるとこ

ろにより、条例で定めた特定の目的に応じ

て、確実かつ効率的に運用しなければなら

ず、本市では、市財務規則のほか、市公金の

管理及び運用に関する基準や、基金運用マニ

ュアルを定め、その管理・運用を行っている。

基金を所管する部署では、基金ごとに、基金

台帳の管理、運用益収入に関する事務、基金

現況報告書や、基金運用状況調書、年間資金

計画書の作成を行っており、会計室では、同

じく基金ごとに、基金に属する現金の口座管

理や、預金及び債券への運用を行っていると

ころである。 

  本市には、平成31年２月末時点で75の基金

があるが、そのうち約３割を占める24の基金

が、市奨学資金貸与基金条例に基づき設置さ

れたものである。当該貸与基金は、単一の事

業である奨学資金貸付金の財源となるが、寄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市奨学資金貸与基金については、御指摘の

とおり、寄附者からの、教育振興等に役立てて

ほしいという意向により、多額の寄附を受けて

おります。本市としては、寄附者が教育行政に

多大なる寄与をした顕著な功績に対して、感謝

状を贈呈し、寄附者の名を冠した基金を新設し

てきた経緯があります。 

また、基金の名称については、寄附者の意向

に沿って条例を制定しており、企業からの寄附

においては、企業名の変更等の際にも、基金名

称の変更について協議するなど、基金が寄附者

の名を冠することは、大変重要であります。 

上記の事実経過を踏まえると、現在の基金の

廃止・統合については、寄附者や故人の意に背

くものと考えられ、基金事務における効率化と

いう目的のためだけに、基金数を見直しするこ

とは困難でありますが、なお、当基金の性質と

事務効率化とを比較衡量しながら、検討して参
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意見又は要望とする事項 措置した内容 

附者の教育振興等に役立ててほしいという

意向を受け、本市の教育行政に多大な寄与を

したことに対し、寄附者の名を冠した基金を

新設してきた経緯があるため、昭和54年３月

に現行条例を制定するまでは４つであった

基金数が40年間で20増加し、それに応じて、

基金の管理・運用に係る事務量も増加してい

る。 

  地方自治体は、その事務を処理するに当た

っては、住民の福祉の増進に努めるととも

に、最少の経費で最大の効果を挙げるように

しなければならず、常にその組織及び運営の

合理化に努めなければならないとされてい

る。また「経済財政運営と改革の基本方針

2018」においては、地方自治体の基金の考え

方・増減の理由・今後の方針に関し、統一的

な様式での公表を促すとともに、容易に比較

できるよう検討し、一覧化を目指すとされ、

基金についても見える化が一層求められて

いる。 

  これらのことから、当該基金については、

「篤志家から寄附のあった資金を効率的に

運用し、奨学資金として貸与する」という本

来の設置目的に立ち返り、同一の目的に複数

の基金が設置されている現状を踏まえ、基金

数の見直しを検討することを望むものであ

る。 

（教育政策課）

３ 特定事項（学校給食事務について） 

  本市の学校給食納付金（給食費）に関する

事務は、「市学校給食共同調理場管理規則」

のほか「市学校給食関係事務取扱要領」や「学

校給食事務の手引」で取扱いが定められてい

る。主な事務手順としては、学校長が、学校

給食共同調理場所長に当月分の給食費の内

訳を報告し、その内容に基づく納入通知書に

より、保護者等から徴収した給食費を翌月10

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理規則における納期限の規定については、

市財務規則と整合を図るため、現在規則改正事

務を行っているところであり、令和元年７月の

教育委員会における審議を経て、改正規則を施

行することとしております。 

また、「学校における働き方改革」も踏まえ、

今後関係部局とも協議を行い、学校給食費徴収

事務の運用体制のあり方について検討して参
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日までに市指定金融機関等に納入するもの

となっている。 

  具体的な取扱いは主に手引きに定められ

ているが、管理規則においては、納期限が休

日等に当たる場合の取扱いが現在の学校休

業日に即していないほか、過月分について明

確な定めがないため、市財務規則における収

納金の払込み期限との関係が整理されてい

ない状況となっている。 

  運用面では、給食費の徴収・管理を主に担

う学校において、その徴収方法は、現金での

集金や口座振替による方法、年度末などは複

数月分をまとめて徴収している場合もあり、

各学校で異なるものとなっている。一方、国

が進めている「学校における働き方改革」に

おいては、学校が担う業務について、役割分

担と適正化の観点から見直しが求められて

いる。 

  学校給食は、児童及び生徒の心身の健全な

発達に資するものであり、学校における食育

の推進を図るものとされている。学校給食の

目的を円滑に達成するため、学校給食事務に

係る規程の整理を早急に行うほか、「学校に

おける働き方改革」も踏まえながら、運用体

制のあり方に係る検討に着手することを望

むものである。 

（学校支援課）

 

ります。 

 


